
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

○ 株式会社協和精工の概要は別紙のとおりです。 
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職業安定部 職業対策課 
課 長   中沢 忠雄  
課 長 補 佐   有坂 宗徳 
障害者雇用担当官   高山 はるみ 

電話  026－226－0866 

長野労働局発表(4-95) 

令和 4 年 8 月 30 日 

障がい者雇用フォーラムにおいて「もにす認定」を交付します

～障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主を認定～ 

企業と障害者が、明るい未来や
社会の実現に向けて 

と も に す す む 
という思いをこめて、愛称を「も

にす」と名付けられたものです。 

長野労働局（局長 小野寺喜一）は、このたび障害者の雇用の促進等に関する

法律に基づく、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度、通称

「もにす認定制度」(別紙参照)を、株式会社協和精工（下伊那郡高森町）に認定

することといたしました。 

認定通知書交付式は、長野県主催（長野労働局等共催）の「障がい者雇用フォ

ーラム」において、以下のとおり行います。 

障がい者雇用フォーラムの概要（予定） 

日時：令和 4 年 9 月 15 日(木) 14:30～ 

場所：長野市芸術館リサイタルホール 

（長野市鶴賀緑町 1613 番地） 

フォーラムの主な内容： 

〇障がい者雇用優良事業所等表彰 

  （長野県知事 長野市長挨拶） 

〇取組み事例の紹介 

〇パネルデイカッション 

詳細については、別添リーフレットをご参照

下さい。 

認定対象企業への個別の取材を希望される場合は、上記担当あてご連絡ください。 



「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」は、厚生労働大臣が

障害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中小企業を認定する制

度です。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

中小事業主の皆さまへ

障害者雇用優良中小事業主 検 索

Ａ

「 認定事業主」になるにはどのような手続きがありますか？Ｑ

障害者雇用に関する優良な取り組みを行う

中小事業主への認定制度を始めました！

認定マークを使用できます！

認定事業主となることのメリット

など

認定の申請は、必要書類を主たる事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出

してください。必要書類は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

審査の結果、認定基準を全て満たしていることが確認された場合は、各都道府県労働局から認

定通知書を交付します。※詳しい認定基準については裏面をご参照ください

なお、認定審査には3か月ほどお時間をいただいています。

（URL）https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html

都道府県労働局またはハローワークに申請が必要です！

日本政策金融公庫の低利融資対象となります！

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
による周知広報の対象となります！

公共調達などの加点評価を受けられる場合があります！

自社の商品・サービス・広告などのほか、ハローワークの
求人票に障害者雇用優良中小事業主認定マークを表示する
ことができます

日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」の低利融資の対象となります
障害者雇用の取り組みに必要な設備資金や長期運転資金に使用できます
詳細は日本政策金融公庫へお問い合わせください

厚生労働省と都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めること
ができます
また、認定事業主に限定した合同説明会などを企画する場合があります
御社の魅力を広くアピールすることができ、求職者からの応募の増加が期待できます

地方公共団体の公共調達および国と地方公共団体の補助事業の加点評価を受ける
ことができる場合があります
詳しくは公共調達などを実施している地方公共団体などにお問い合わせください

LL020702障01



詳しくは、都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。

①以下の評価基準に基づき、20点（特例子会社は35点）以上得ること

（取り組み関係で5点以上、成果関係で6点以上、情報開示関係で2点以上を得ること）

②法定雇用率を達成していること

雇用義務がない場合でも、雇用率制度の対象となる障害者※を１名以上雇用していること

③過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること

④障害者雇用促進法と同法に基づく命令その他の関係法令に違反する重大な事実がないこと

障害者雇用優良中小事業主の認定基準項目

※就労継続支援A型事業所の利用者は除く

大項目 中項目 小項目 評価基準 評価点

取組
(アウト
プット)

体制
づくり

①組織面
特に優良 2点

優良 1点

②人材面
特に優良 2点

優良 1点

仕事
づくり

③事業創出
特に優良 2点

優良 1点

④職務選定
・創出

特に優良 2点

優良 1点

⑤障害者就
労施設等
への発注

特に優良 2点

優良 1点

環境
づくり

⑥職務環境
特に優良 2点

優良 1点

⑦募集・採用
特に優良 2点

優良 1点

⑧働き方
特に優良 2点

優良 1点

⑨キャリア
形成

特に優良 2点

優良 1点

⑩その他の
雇用管理

特に優良 2点

優良 1点

取組関係の合格最低点 5点
(満点20点)

大項目 中項目 小項目 評価基準 評価点

成果
(アウト
カム)

数的側面

⑪雇用状況

特に優良 6点

優良 4点

良 2点

⑫定着状況

特に優良 6点

優良 4点

良 2点

質的側面

⑬満足度、
ワーク・エン
ゲージメント

特に優良 6点

優良 4点

良 2点

⑭キャリア
形成

特に優良 6点

優良 4点

良 2点

成果関係の合格最低点 6点
(満点24点)

情報
開示
(ディス
クロー
ジャー)

取組(アウ
トプット)

⑮体制・仕事・
環境づくり

特に優良 2点

優良 1点

成果(アウ
トカム)

⑯数的側面
特に優良 2点

優良 1点

⑰質的側面
特に優良 2点

優良 1点

情報開示関係の合格最低点 2点
(満点6点)

合計の合格最低点 20点
(満点50点)

※このほかにも条件がありますので、詳細は厚生労働省ホームページをご覧いただくか、都道府県労働局、ハローワークへお問い
合わせください。

企業と障害者が、明るい未来や

社会の実現に向けて

という思いをこめて、愛称を

「もにす」と名付けました。

と も に す す む

この認定制度を通じて、企業の社会的認知度

を高めることができるとともに、地域で認定を

受けた事業主が障害者雇用の身近なロールモデ

ルとして認知され、地域全体の障害者雇用の取

り組みが一層推進されることが期待できます。

また、障害者雇用の促進と雇用の安定を図る

ことで、組織における多様性が促進され、女性

や高齢者、外国人など、誰もが活躍できる職場

づくりにつながります。



障がい者雇用フォーラム
テーマ

「働く」から考える共生社会 みんなが主役 みんなでつくる

「共に働く
～すべての職場に障がい者雇用を～」

参加：会場およびオンライン（Zoom）

主催：長野県

共催： ・公益社団法人全国障害者雇用
事業所協会 長野県支部
・独立行政法人 高齢・障害・求職者
雇用支援機構長野支部

・長野県中小企業家同友会
・長野市
・長野市障害ふくしネット
・長野労働局

日時：令和4年９月15日（木） 14:30～16:30

場所：長野市芸術館リサイタルホール

（※五十音順）



ながの電子申請サービスからお申し込み！! 申し込み開始 8/5（金）10：00～

タイムテーブル

時間 リサイタルホール
リサイタルホールピロティ・長野市役所

桜スクエア
※参加申し込みは、不要です

14：00～ 開場 開場時間11時～16時

14：30～

障がい者雇用優良事業所等表彰 ワークフェア

長野市役所桜スクエアにて
就労継続支援B型事業所製作の
おかし等の販売は11時～14時

※商品がなくなり次第閉店いたします。

リサイタルホールピロティにて
絵画展示等は13時～16時
ごゆっくり、ご観覧ください。

・長野県知事表彰

・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長・努力賞表彰
・「もにす認定」認定通知書交付式

15：15～
取組み事例の紹介

株式会社柿の木農場 専務取締役 柿島哲史 氏

15：45～

パネルディスカッション

テーマ：「共生社会を目指して!! 今、企業とできること」

パネラー：エプソンミズベ株式会社 代表取締役 坂主昭市氏

大日本法令印刷株式会社
大日本法令印刷株式会社 従業員
就労移行支援事業所

会場案内：長野市芸術館 〒380-8517 長野市鶴賀緑町1613番地

長野県PRキャラクター「アルクマ」
🄫🄫長野県アルクマ

芸術館にお越しの方は、
庁舎周辺が渋滞して、

大変混み合いますので、

緑町立体駐車場、また

は踏切手前の第3駐
車場をご利用下さい。

必ず駐車券は認証機をお通しください

認証していなければ、7～22
時の間30分100円になります。

市庁舎・芸術館駐車場 利用料金

【会場参加】
https://s-kantan.jp/pref-nagano-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=23890

後日、参加URLを
お送りします。定員：150名

【オンライン参加】
https://s-kantan.jp/pref-nagano-
u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=23891

時間等の区分
平日 土日祝日

7～18時 18～22時 7～22時

7
～
22
時

1時間
まで

無料

2時間
まで

認証（機械処理）により無料

2時間
超

30分
1時間100円

100円

22時～翌7時 1時間100円（深夜最大500円）

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大
状況により会場参加は、中止する場合
があります。



もにす認定企業の紹介

○ 重度の障害者３名を含む７名の障害者を雇用し、法定雇用率（2.3％）を大きく上回る
5.22％の実雇用率。

○ 「いい会社をつくろう」を企業理念に、障害者を含む社員や家族の「つながり、やさ
しさ、しあわせ、あんしん」などを行動指針とする企業経営。

○ 障害者それぞれの特性や得意なことに合わせた業務の割り振りと、障害者の必要性に
応じた柔軟な支援体制。

○ 周囲の従業員が障害特性を理解し、自然な支援体制（ナチュラルサポート）を確立。
☞ てんかん症状のある障害者の体調が悪化したとき、休息をとるために周囲の従業員がサポート。

○ 車いす利用者のための駐車場の配慮や、障害者にもわかりやすい写真付きの作業マ
ニュアルの工夫等、ハード・ソフト両面での働きやすい職務環境づくり。

障害者雇用に係る主な取組み

株式会社 協和精工

所 在 地：下伊那郡高森町山吹1646-5
会社概要：無励磁作動ブレーキの開発・設計、生

産、販売。
高精度の機械加工部品の生産等。

従業員数：194名

障害者の雇用者数：
７名 [身体:１名（うち重度１名）、知的:５名（うち重度２名）、精神:１名]
※雇用率算定に当たっては重度障害者を２人分としてカウントするため、10人の雇用として取り扱う。

実雇用率：５.２２％

障害者雇用の状況

【マニュアルの一例】 【養護学校からの実習生作業風景】 【完成品】
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